
1.  ゴルフ規則 　１．　アウト・オブ・バウンズの境界は、白杭をもって標示する。

　　　日本ゴルフ協会ゴルフ規則とこの競技のローカルルールを適用する。 　２．　修理地は青杭を立て、白線をもってその境界を標示する。

2. 使用球の規格 　３．　管理道路、カート道路、排水溝は動かせない障害物とする。

　４．　バンカー内の排水栓(パイプ)は、動かせない障害物とする。

　５．　コース内にある池は、レッドペナルティーエリアとし、縁石の外側をもって限界とする。

3. 使用クラブの規格 　６．　2番ホールの池はレッドペナルティーエリアとし、赤杭をもって限界を表示する。

　　　『適合ドライバーヘッドリストの条件ローカル・ルールひな型G-1』を適用する。 　７．　2番ホールにて、球がペナルティーエリアに入った場合は、 前方の特設ティより1打付加して

　　  　プレイしなければならない。

4. 競技終了時点 　８.　 13番ホールでペナルティーエリアに入った場合は、 前方特設ティより1打付加して

　　　本競技は、競技委員会の作成した順位表が掲示された時点をもって終了したものとみなす。 　　  　プレイしなければならない。

　９．  ヤード杭・ヤード盤は動かせない障害物とする。

5. ホールとホールの間での練習禁止 １０. 　ティマーク 高校男子の部・中学男子の部　（青マーク）　・　女子の部　（白マーク）

　　　『ゴルフ規則5.5ｂ』を適用する、 小学生の部　（赤マーク）

   　   但し、９ホール終了後、パッティンググリーンでの練習は認める。 高校男子の部・中学男子の部・女子の部は、適用しない。

小学生の部は、黄杭は適用する。黄杭外に出た時は1打付加して、最後超えた地点より

6. プレーの中断と再開 ホールに近づかぬよう２クラブレングス以内にドロップしなければならない。

（1) 　 プレーの中断（落雷などの危険を伴わない気象状況）については、ゴルフ規則5-7に従っ

　　　　て処理すること。 注意事項

（2)　  険悪な状態にあるため、委員会の決定によりプレーが中断となった場合、同じ組の競技者全員

　　　　がホールとホールの間にいたときは、各競技者は委員会よりプレー再開の指示が出るまでプレ 　１．　競技特別規則に追加、変更のある時は、スタートに掲示して告示する。

　２．　スタート時刻５分前には、必ずティグラウンド周辺に待機すること。

　　　　中断しなければならず、そのあと、委員会よりプレー再開の指示が出るまでプレーを再開しては 　３．　プレーの進行に留意し、先行組との間隔を不当にあけないように注意のこと。プレーの不当な

　　　　ならない。競技者がすぐにプレーを中断しなかったときは、決められているような罰を免除する正 　　　　遅延については、ペナルティを課す。

　　　　当な事情がなければ、競技失格とすることがある。 　４．　ショートホールにおいて後続組が、ティ-イングエリアに到着しているときは、競技委員の指示

　(3)  　プレーの中断と再開の合図について 　　　　により後続組に打たせること。

　　　　　通常のプレーの中断　：　短いサイレンを繰り返して通報する。 　５. 　 距離測定器は、使用可とする。但し、高低差の測定は、使用不可。

　　　　　　　　　　　　　　　　　または　カートナビにて案内する。 　６. 　 サングラスは、プレー中のみ使用可。

　　　　　険悪な気象状況による即時中断　：　１回の長いサイレンを鳴らし通報する。

　　　　　プレーの再開　：　カートナビにて案内する。

7. 移動

　　　　　乗用カートに乗る事を認める。

　　　　ーを再開してはならない。１ホールのプレーの途中であったときは、各競技者はすぐにプレーを
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